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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年７月４日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年９月２０日 ２０時４５分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島北方沖（備讃瀬戸北航路） 

 板持
いたもち

鼻灯台から真方位０１８°１,０００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２０.０′ 東経１３３°４０.０′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船兼油タンカーさゆり丸は、西南西進中、ま

た、漁船泰
た

一
いち

丸は、えい
．．

網しながら東進中、両船が衝突した。 

泰一丸は、船長が負傷し、左舷船底部の破口等を生じ、また、さゆ

り丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー さゆり丸、７４９トン  

１４１３２９、日産汽船株式会社（Ａ社）、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構、上野トランステック株式会社

（傭船者、Ｂ社） 

７２.３２ｍ×１１.４０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２２年８月４日 

Ｂ 漁船 泰一丸、４.８トン 

ＫＡ３－２７７０８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９４ｍ（Lr）×３.０６ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成３年

６月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年１２月１７日 

     免 状 交 付 年 月 日  平成２６年１０月２８日 

免状有効期間満了日 平成３１年１２月１３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３２歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成１８年１１月６日 

免許証交付日 平成２８年４月４日 
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          （平成３３年１１月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂、左舷船底部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約４.０～５.０m/s、視程  

約２.０～２.５海里（Ｍ） 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 西流約２.６

ノット（kn） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、ナフタレン約３０４ｔ及びク

レオソート油約５１８ｔを積載し、平成２９年９月２０日１６時００

分ごろ関門港若松区に向けて兵庫県姫路市姫路港広畑区を出港した。 

Ａ船は、船長Ａが単独の船橋当直につき、法定灯火を表示して備讃

瀬戸北航路の右側端に寄って、約１４.０kn の速力（対地速力、以下

同じ。）で自動操舵により西南西進した。 

 船長Ａは、２０時３５分ごろ香川県丸亀市広
ひろ

島南方沖に至った頃、

レーダーで後方約５.０Ｍ及び前方約１.５Ｍのところに、ほぼ同じ速

力の同航船各１隻を認めた。 

船長Ａは、備讃瀬戸北航路第５号灯浮標（以下、灯浮標については

「備讃瀬戸北航路」を省略する。）付近で、手動操舵に切り替えて備

讃瀬戸北航路に沿って僅かに左転して西南西進中、２０時４５分ご

ろ、左舷方至近にＢ船の作業灯を視認し、左舷側のウイングに出てＢ

船が後方に遠ざかるのを認めた。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷方を無事に通過したと思っていたとこ

ろ、２１時３０分ごろ備讃瀬戸海上交通センターからＶＨＦ無線電話

で呼び出され、付近を航行する各船宛にＢ船との衝突の有無を調査中

である旨の連絡があったので、Ａ船の至近をＢ船が航行していたこと

を報告した。 

 Ａ船は、海上保安庁からの指示により愛媛県今治市今治港沖で停船

し、２１日００時００分ごろ巡視艇による船体調査を受け、左舷船首

部外板に擦過傷があることが確認されたのち、関門港若松区に向かっ

た。 

 Ａ船は、海上保安庁による調査が行われ、鑑定等の結果、Ｂ船と衝

突したことが判明した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、２０日１

６時３０分ごろ高見島北西方沖の漁場に向けて僚船３隻と共に丸亀市

丸亀港を出港した。 

 船長Ｂは、１７時４５分ごろ漁場に到着し、緑色及び白色の各全周

灯、両舷灯及び船尾灯を表示して全長約２０～３０ｍの底引き網に接

続したえい
．．

索を約１５０ｍ伸出し、東方に向けて約４～５時間の予定



- 3 - 

でえい
．．

網を開始した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室の椅子に腰を掛けてえい
．．

索の状態に注意

を払い、時折前方を見ながら、西に流れる潮流に逆らい、約０.３kn

の速力で手動操舵によって備讃瀬戸北航路を‘左舷前方の僚船１隻’

（以下「Ｃ船」という。）と共に東進した。 

 船長Ｂは、２０時３７分ごろ左舷船首方約２.０Ｍのところに紅灯

１個及び白灯２個を表示して備讃瀬戸北航路に沿って西南西進するＡ

船を認めた。 

 船長Ｂは、Ｃ船が黄色の回転灯を点灯したのを見て、Ａ船に対する

注意喚起の目的で、黄色の回転灯並びに前部及び後部甲板の白色の作

業灯を点灯した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の回転灯を見てＢ船の存在に気付

き、Ｂ船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持してえい
．．

網

しながら航行を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が僅かに左転してＡ船の両舷灯及び白灯２個が上下

に見えるようになり、Ｂ船に向首する状態になったことを認めた。 

 Ｂ船は、Ａ船が至近に接近し、船長Ｂが、衝突の危険を感じ、機関

を後進にかけて舵を右に取ったものの、２０時４５分ごろＡ船の船首

部とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃によって飛ばされ、左肘を操舵室内壁で強打

した。 

Ｂ船は、船長Ｂがすぐに海上保安庁に通報し、付近にいた僚船の船

長が支援を求めて来援した別の漁船２隻に横抱きされて丸亀港に帰港

した。 

船長Ｂは、後日、病院で診察を受け、約１週間の加療を要する頸
けい

部

捻挫及び左肘打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況

（１）、写真２ Ａ船の損傷状況（２）、写真３ Ａ船の船橋からの

見通し状況、写真４ Ｂ船、写真５ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、平成２６年１２月にＡ社に入社し、他社を含めて３１年

間船長職をとっており、備讃瀬戸北航路の通航経験が幾度もあった。 

船長Ａは、本事故当時、２台あるレーダーのうち、左舷側のレーダ

ーで主に映像を、右舷側のレーダーで同航船を捕捉して表示していた

ものの、遠距離レンジに切り替えた状態で捕捉した同航船の情報を見

ていてＢ船及びＣ船の映像に気付かなかった。 

船長Ｂは、平成１７年ごろから約１２年間漁業に従事し、平成２４

年ごろからＢ船に１人で乗り組むようになり、これまで航行船がＢ船

を避航してくれたので、Ｂ船で自らが避航したことはほとんどなかっ

た。 
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船長Ｂは、えい
．．

索を更に約５０ｍ伸出させることが可能であったの

で、Ａ船が至近に接近する前にえい
．．

索を伸出して避航すれば良かった

と本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、備讃瀬戸北航路を西南西進中、船長Ａが、前方には他船が

いないものと思い、前路の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船と衝突するおそれのある状態となっていることに気付かず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、遠距離レンジに切り替えてレーダーを見ていてＢ船及び

Ｃ船の映像に気付かなかったので前方には他船がいないものと思った

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、備讃瀬戸北航路をえい
．．

網しながら東進中、船長Ｂが、航路

に沿って西南西進するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船の存在に気付いて

Ｂ船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して避航せずに

航行を続けていたことから、至近となったＡ船を認め、回避動作を行

ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船が黄色の回転灯を点灯したので、Ａ船がＢ船を避け

てくれるものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、備讃瀬戸北航路において、Ａ船が西南西進中、Ｂ

船がえい
．．

網しながら東進中、船長Ａが、前方には他船がいないものと

思い、前路の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船が

Ｂ船の存在に気付いてＢ船を避けてくれるものと思い、針路及び速力

を保持して避航せずに航行を続けていたため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 Ａ社及びＢ社の担当者は、本事故後、現場への立会い及びＡ船に乗

船監査を実施し、次の改善措置を採った。 

・甲板部乗組員に外部機関によるＢＲＭ訓練*1を受講させるととも

に、適切な見張り業務の遂行に関する講習会を行った。 

・甲板部乗組員に対してレーダー講習を実施し、レーダー等を常時

適切に運用するよう指導した。 

・Ａ社は、スタンディングオーダーに乗船者による署名、当直チェ

ックリストによる確実な航海当直引継ぎ等の実施状況を訪船時に

確認することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

                             
*1
 「ＢＲＭ（Bridge Resource Management）」とは、船橋（ブリッジ）内における運航機能を維持・向上する目的

で、乗組員、設備、情報等、船橋内で利用可能な資源（リソース）を有効に管理・活用（マネジメント）すること

をいい、資源の管理者（主に船長）が果たすべき機能に着目した概念である。 



- 5 - 

られる。 

・夜間、備讃瀬戸海域を航行する際、レーダーで航路内の航行船の

動静を確認するのみならず、周年昼夜を問わず、漁船が出漁して

いるので、目視及びレーダーレンジを切り替え、早期に他船を探

知できるよう見張りを適切に行うこと。 

・漁ろうに従事している船舶は、必ずしも航行船が気付いていない

場合があることを念頭に置いて航路航行船に注意を払い、余裕の

ある時機に自ら衝突を避けるための動作を積極的にとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 



 

 

付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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Ａ船 
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２０時４５分ごろ 

Ｂ船の進路 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

20:25:04 034-21-53.4 133-45-16.3 254.7 248 13.6 

20:30:29 034-21-25.9 133-43-52.0 247.7 246 13.6 

20:31:35 034-21-20.5 133-43-35.3 248.0 243 13.5 

20:32:42 034-21-14.3 133-43-18.6 246.5 244 13.7 

20:33:22 034-21-10.5 133-43-08.5 244.8 242 13.7 

20:34:22 034-21-04.5 133-42-53.6 243.1 241 13.8 

20:35:13 034-20-59.2 133-42-40.8 243.7 241 13.9 

20:36:09 034-20-53.5 133-42-26.7 245.2 246 13.9 

20:37:02 034-20-49.1 133-42-12.8 249.8 247 13.9 

20:38:02 034-20-44.3 133-41-57.0 250.8 248 13.9 

20:39:02 034-20-39.6 133-41-41.3 249.9 246 13.8 

20:39:14 034-20-38.6 133-41-38.2 249.5 248 13.8 

20:39:21 034-20-38.1 133-41-36.4 250.2 249 13.8 

20:40:14 034-20-34.3 133-41-22.5 251.7 247 13.7 

20:42:05 034-20-25.2 133-40-54.4 248.3 246 13.7 

20:42:34 034-20-22.8 133-40-46.7 248.8 246 13.6 

20:44:54 034-20-09.5 133-40-12.8 241.9 238 13.6 

20:45:35 034-20-05.2 133-40-03.2 241.1 238 13.7 

20:45:54 034-20-03.1 133-39-58.3 242.4 239 13.6 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 
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写真１ Ａ船の損傷状況（１）       写真２ Ａ船の損傷状況（２） 

  
 

写真３ Ａ船の船橋からの見通し状況 

 

 

  写真４ Ｂ船           写真５ Ｂ船の損傷状況 

  


